
平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  川西市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：川西市社会福祉協議会 

委託内容：県社協主催の市民後見人養成研修受講者に対する  

     フォローアップ研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22・23年度、兵庫県社会福祉協議会主催の市民後見人養成研修に、 

参加された市民 20名を対象にしたフォローアップ研修を開催します。 

 

【目 的】 

・研修で得られた知識を振り返り、学びを深める機会とする。 

 ・今後の後見活動への意思確認の場とし、後見活動希望者の市及び市成年

後見支援センターへの登録を願うことで後見活動をめざした支援のス

タートとする。 

【講 師】 

・弁護士、司法書士、兵庫県社会福祉協議会の権利擁護センター職員 

兵庫県社会福祉士会職員、大阪市社会福祉協議会の成年後見支援センタ

ー職員等 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

【市民後見人フォローアップ研修／開催日程と研修内容】 

第１回（１月２１日）  ①市民後見人養成研修の振り返り 

             ②市民後見人の必要性 

第２回（２月１日）  成年後見制度に係る対人援助技術 

第３回（２月１３日） 市民後見活動の実際 

第４回（２月２０日） 具体的な後見事務の内容 

 

 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  川西市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：川西市社会福祉協議会 

委託内容：成年後見制度の普及啓発事業として、市民研修会などの開催     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成年後見制度の啓発事業を、広く市民に向けて実施し、当該制度の理解と

普及を促進し、市民後見人の活動の推進を図ります。 

 啓発事業の名称を「成年後見制度市民研修会」とし、内容は、市民が理解

しやすいよう講談による事例紹介の口演と、制度の重点ポイントは弁護士が

説明し、最後に川西市成年後見支援センターの役割（事業）をＰＲする企画

で開催を考えています。研修会への参加は無料です。 

【講 師】 

講談師  神田 織音 さん 

弁護士  福島 健太 さん（市の権利擁護相談顧問） 

【内 容】 

・開会挨拶・講師紹介 

・成年後見制度の説明など 

・講談口演および弁護士による解説 

・川西市成年後見支援センターの役割紹介 

・閉会挨拶 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

【開催日時・開催場所など】 

 平成２５年３月２２日（金）、午後１時３０分～午後４時  

アステホール（アステ川西６階）にて定員２５０名で開催します。 

 

※アステ川西…阪急川西能勢口駅前の商業ビル 

 

備      考 

 

 

 

別添 


